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令和６年度（2024 年度）伊丹市立神津こども園（２・３号認定）重要事項説明書（自宅保管用） 

 

伊丹市立神津こども園 

 

 当施設における保育の提供に当たり、保護者の皆様に説明すべき内容は、次のとおりです。 

 

１ 施設の目的及び運営の方針 

【施設の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【伊丹市立神津こども園の教育・保育理念】 

  乳幼児期は、人間形成の基礎を培う重要な時期であることに鑑み、家庭や地域、様々な関係機関

との連携を図りながら、未来を担う子どもが、心豊かにたくましく生きる力を身に付けることがで

きるためのきめ細やかな養護と質の高い教育を一体的に行う。 

  また、保護者や地域住民をはじめ、子どもの育ちを支えるすべての人々に施設や機能を開放し、

子育て支援の拠点としての役割を担う。 

 

 

２ 提供する保育の内容等 

【教育・保育目標】 

心身ともに健やかで、いきいきと生活する子どもの育成 

 【育てたい子ども像】 

○か  んせい豊かな子  

・感じる心と気づく心 ・想像力と想像力・自分なりに表現できる力 

○み  らいを担う子  

      ・食べる喜びを感じる心・ あきらめない心 ・体を動かすことを楽しむ心 ・自ら考え行動する心 

○つ  ながり合う子 

      ・自分を愛する心 ・人を大切にする心 ・互いのよさや違いを認め合う心 

・人の役にたつことに喜びを感じる心 

【行事予定】                           ＊変更する場合があります。 

４月 始業式・進級式・入園式 １１月 
みんなで遊ぼう会（乳児）・オープンスクール 

バス遠足（５歳児） 

５月 個人懇談 
１２月 

もちつき（地域） 

個人懇談・冬のあつまり（終業式） ６月 大きくなったＤａｙ（幼児） 

７月 個人懇談・夏のあつまり（終業式） 
１月 おはようの会（始業式）・防災訓練 

２月  

８月  ３月 修了証書授与式・終業式 

９月 おはようの会（始業式） 毎月 身体計測・避難訓練 

１０月 バス遠足（４歳児） 随時 保育参加参観・学級懇談会・園外保育散歩等 

 

 

施設種別 幼保連携型認定こども園 

運営法人名称 伊丹市 

施設名称 伊丹市立神津こども園 

施設所在地 伊丹市森本１丁目８番地２５ 

設置年度 平成２５年 

施設の電話番号 072-782-0200 

施設管理者の職名・氏名 施設長 酒井 智予（令和５年度） 
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３ 職員の体制 

園長、副園長、保育教諭、調理師、調理員、養護事務、用務員、事務員、嘱託医、歯科医師、薬剤師等 

（令和５年度（２０２３年度）） 

（※令和６年度（２０２４年度）の職員体制については、令和６年４月１日に決定します。） 

 

 

４ 保育を行う日及び時間等 

平日　　午前7時00分～午後6時00分

平日（延長保育）午後6時00分～午後7時00分

土曜日　午前7時00分～午後6時00分

平日　　午前8時30分～午後4時30分

平日（延長保育）午前7時00分～午前8時30分

　   （延長保育）午後4時30分～午後6時00分

　　（延長保育）午後6時00分～午後7時00分

土曜日　午前8時30分～午後4時30分

保育を提供する時間 保育標準時間（11時間）

保育短時間（8時間）

保育を提供する日 月曜日から土曜日まで。ただし以下の休業日を除く。

国民の祝日、12月29日から12月31日、1月2日及び3日、その他施設長が必要と認め
る日

 

※就労事由の保育時間は、勤務時間と通勤時間との合算した時間した時間です。（プライベートの時間

は含みません。）保護者の勤務が休みのときは、入園児童の保育はお休みとなります。 

なお、その他の事由による保育利用時間は、施設長が定めます。 

 

 

５ 利用定員 令和５年度（20２3 年度） 

  ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

1 号 
      2５ ３0 ３５ ９０ 

認定 

2・3 号 
１０ １４ ２０ ２０ ２３ ２３ １１０ 

認定 

計 １０ １４ ２０ ４５ ５３ ５８ ２００ 

 

 

６ 利用等 

利用の開始は、子ども・子育て支援法に基づく教育・保育認定を受け、伊丹市の利用調整のうえ、当

施設に入園を決定された月の初日より保育の提供を行います。 

また、利用乳幼児が小学校に就学したとき、保育の必要性の事由に該当しなくなったとき、市外転出

するとき、長期欠席するとき、その他利用の継続について重大な支障又は困難が生じたときには、利用

の終了となります。 

 

 

７ 保育料（利用者負担額）等 

【保育料】 

2 歳児クラス以下の児童は、次項の表のとおりです。なお、3 歳児クラス以上は、無償となります。 

利用者負担額（月額）表（２号認定・３号認定） 
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階層 標準時間 短時間 階層 標準時間 短時間

1 0 0

2ー1 (※要保護) 0 0

2ー2 0 0

(※要保護) 4,800 4,750

9,600 9,500

(※要保護) 7,150 7,000

14,300 14,000

(※要保護) 8,750 8,600

17,500 17,200

(※要保護) 9,000 9,000

20,000 19,700

(※要保護) 9,000 9,000

28,500 28,100

28,500 28,100

単位：円

4ー3
54,700-77,100

77,101-96,999

4ー1 48,600-50,899

4ー2 50,900-54,699

市民税所得割

97,000-108,3995ー1

5ー2

3ー2 1-48,599

市民税所得割

生活保護

非課税

3ー1 均等割のみ

35,400

42,800

8

108,400-168,999

169,000-190,299

190,300-300,999

301,000-338,999

339,000-396,999

397,000以上

6ー1

6ー2

7ー1

7ー2

34,900

42,200

50,300

58,000

68,600

76,400

86,000

51,100

58,900

69,700

77,600

87,400

 

【利用者負担額の決定・注意事項について】 

・利用者負担額は、父・母の市民税所得割額（４月から８月は前年度、９月から翌年３月の利用者負

担額は 当該年度）の合算で算出します。なお、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除等の税額

控除（調整控除を除く）を適用する前の市民税所得割額により決定します。 

・直系尊属（祖父母、曾祖父母）と同居し、父母の年収（児童手当・児童扶養手当の収入を含む）が

100 万円以下の場合は、祖父母（いずれか一番高い方）の 税額で利用者負担額を決定します。祖父

母の年収も１００万円以下の場合は曾祖父母（いずれか一番高い方）の税額で利用者負担額を決定し

ます。 世帯分離をしていても同住所の場合は同居扱いになります。二世帯住宅の場合、建物に共有ス

ペースがある場合、同居とみなします。 

・「３歳未満」とは、年度の４月初日の前日において３歳に達していない子ども（年齢は誕生日の前

日に加算されます。）をいい、子どもが年度途中で３歳に達しても、当該年度中は３歳未満児の金額

が適用されます。 

・市から認定を受けた保育の必要量「保育標準時間」・「保育短時間」によって、利用者負担額が異

なる階層があります。 

・世帯構成等に変更があった場合は、翌月から利用者負担額が変更になる場合がありますので、教育

保育課へお知らせください。 

・保育料、延長保育料、主食費、副食費の口座振替日は、当月末日（月末が休日の場合は翌開庁日）

となります。 

【税額の確認について】 

 ・税の確認ができない世帯に関しては税申告及び、課税証明書の提出を依頼することがあります。ま

た、海外での収入がある場合は、当該収入を含めて利用者負担額を算定します。保育料算出に必要な

税情報等が確認できない場合、保育料算出ができないため利用者負担額表の上限額（最高額）で仮決

定し、徴収します。 

・税額の変更があった場合、翌月から利用者負担額が変更になる場合がありますので、教育保育課へ

お知らせください。但し、税額の修正等による税額変更は過去に遡っての変更は行わず、教育保育課

に申請後翌月以降の適用になります。 

【ひとり親等の要保護世帯について】 

・要保護欄が適用されるのは、下表の世帯状況に該当し、必要書類を提出した世帯です。 

・１～４の世帯状況に該当する場合、入所申請書類の該当項目記載欄にチェックを入れた上で、入所

が決定した際には必要書類に記載されているいずれかの書類のコピーをご提出いただくこととなり

ます。 

・既に入所している場合で、新たに世帯状況に当てはまった場合は必要書類を提出してください。 

・世帯状況が変わったときは、必ず申し出てください。（例：婚姻等でひとり親ではなくなった場合、

手帳等の交付を受けなくなった場合、手帳を所持していた同居者と別居した場合など。）なお、年度

を超えての遡りは行いません。 
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世帯状況 必要書類 

1 ひとり親世帯 

児童扶養手当証書・母子家庭等医療費受給者証・遺族基礎年金の受給

がわかるもの、戸籍謄本＋保険証（ひとり親家庭であって、子を扶養

していることがわかるもの） 

2 同居者が障害者手帳の交付を受けている世帯 身体障害者手帳・精神障害者手帳・療育手帳 

3 特別児童扶養手当支給対象児童がいる世帯 特別児童扶養手当証書 

4 同居者が障害基礎年金を受給している世帯 障害基礎年金の受給がわかるもの 

 

【延長保育料】 
本来の利用可能時間を越えて保育を必要とする世帯の子どもの保育を行います。延長保育を利用す

る場合、別途申請と延長保育料が必要となります。 
＜利用料金＞ 利用日数・利用時間にかかわらず月額制です。（市内全保育施設均一） 

  ７時   ８時３０分                １６時３０分         １８時    １９時   

①   ① ② 

               保育短時間認定（８時間利用） 

              保育標準時間認定（１１時間利用） 

⑴ 上記①の範囲（保育標準時間の範囲）： 月額  500 円（生活保護世帯・市民税非課税世帯は無料） 

  ※保育短時間認定のみ 

⑵ 上記②の範囲（1 時間延長）    ： 月額 4,000 円（生活保護世帯は無料、市民税非課税世帯は月額 1,000 円） 

 

【主食・副食費、その他実費】 

入園時や園外保育時にかかる教材費・行事費などの実費徴収等があります。 

給食代として、3・4・5 歳児は副食代 4500 円/月、主食代６００円/月を徴収します。 

 

 

８ なかよし給食について 

 アレルゲンとなる卵や乳を使用しない調味料や食材を選定することで、食物アレルギーがある子も、 

ない子もすべての子どもが同じ給食を食し、安全・安心な給食（なかよし給食）の提供に努めます。 

 

 

９ 緊急時・災害時について 

緊急時の対応方法      特定教育・保育の提供中、園児の体調の急変など緊急を要する場合、

すみやかに保護者又は緊急連絡先、その他医療機関への連絡を行う等

の必要な措置を講じます。また、緊急時や連絡事項がある際に、一斉

メールで連絡することもあります。 

避難・消火・防犯訓練    年間を通して行います。 

火災・震災等の災害時    神津こども園防災計画に基づき対応します。 

管轄消防署・警察署     東消防署神津出張所・伊丹警察署 

災害時の園児の避難場所   神津こども園、神津小学校 

 県警ホットライン      園内３カ所に設置しております。 

 

 

１０ 要望・苦情等への対応方法 

要望・苦情を受付けた場合には、適切に対応するよう努めます。 
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１１ 園児に対しての共済制度 

制度名称          独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度 

 制度内容（こども園の管理下で発生した災害が対象） 

               死亡 3,000 万円（通園時は 1,500 万円） 

               障害 4,000 万円～88 万円（通園時は半額） 

                負傷 医療保険並みの療養に要する費用の４／10 の額 

               保険料は年額 162 円です。（変更となることもあります。） 

 

 

１２ 守秘義務及び個人情報の取扱いに関する事項 

 保護者及び園児等に係る個人情報につきましては、次の目的以外の目的には利用しません。また、「個

人情報の保護に関する法律」に基づき適切に取扱いを行います。 

＜利用目的＞ 

・教務、園務、保健、生活指導、就学等に関する業務。 

・園行事の運営等に関する業務。 

・卒園、在籍等の証明、その他園関連通知に関する業務。 

 ＜第三者提供＞ 

 以下の場合を除き、個人情報を第三者へ提供することはいたしません。 

 ・園業務に必要不可欠な場合（園児や園児の家族の写真や記事等の掲載）。 

 ・本人の身体・生命等を保護するため、緊急かつやむを得ない場合。 

 ・公的機関からしかるべき令状のもとに情報提供の依頼があった場合。 

 ＜保護者等が取得し得る個人情報の取扱いについて＞ 

 ・写真撮影などに起因する個人情報の扱いに関しては、各家庭で楽しむ範囲にとどめ、SNS 等への投

稿等は控えていただきます。なお、問題が生じた時は、撮影等をご遠慮いただく場合があります。 

 

 

１３ 登降園・送迎時の留意事項 

 園区内にお住いの方で駐車場を利用される方は、園前の駐車場をご利用ください。園区外にお住いの

方で駐車場を利用される方は神津交流センター駐車場申請書をご提出ください（毎年ご提出ください）。

申請後、神津交流センター駐車場利用許可書をお渡しします。許可証は見える所に置いてください。 

 園区内、園区外の方共に、参観、懇談会、その他行事での駐車場利用はできません。行事の際は登降

園時の駐車場の利用もできません。新入園の方はならし保育期間中の利用もできません。 

 

 

１４ その他 

 詳細は、伊丹市の「保育施設利用申請のご案内」、「入園のしおり」をご確認ください。 

 

 

 

 

 


